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トピックストピックス

 総務委員会

 理事会

　１月１３日（火）、ホテルレイクビュー水戸において、
令和７年度第５回総務委員会を開催しました。第６９回関
東トラック協会事業者大会、令和８年度予算の骨格、会員
の新規加入・退会、令和７年度荷主セミナー等について審
議、承認され、理事会に上程することとなりました。
　また、「重点支援地方交付金」の活用による支援、第
５７回全国運転者技能大会結果、第４０回全国フォークリ
フト運転競技会結果、今後の主な予定等についての報告が
ありました。

　１月１３日（火）、ホテルレイクビュー水戸において、第６回理事会・各部会長合同会
議を開催し、議案は原案のとおり承認されました。
　なお、理事会の前段には、茨城県からの要請で、茨城県外国人材支援センターの「運送
業界における外国人材採用セミナー」を実施していただきました。

　≪議題≫
　【審議事項】
　　(１) 第６９回関東トラック協会事業者大会について
　　(２) 令和８年度予算の骨格について
　　(３) 会員の新規加入・退会承認について
　　(４) 令和７年度荷主セミナーについて
　　(５) 陸災防茨城県支部「令和８年度技能講習等実施計画」（案）について　
　【報告事項】
　　(１) 定款第２２条に基づく業務報告について
　　(２)「重点支援地方交付金」の活用による支援について 
　　(３) 第５７回全国運転者技能大会結果について
　　(４) 巡回指導における重点化の活動状況について
　　(５) ２０２５年度「Ｇマーク」安全性優良事業所認定申請状況について
　　(６) 関東運輸局長・茨城運輸支局長安全性優良事業所表彰について 
　　(７)「トラック・物流Ｇメン」・「Ｇメン調査員」について  
　　(８) 「物流改正法」等への対応について
　　(９) 第４０回全国フォークリフト運転競技大会結果について
　　(10) 陸災防茨城県支部令和７年度事業実施状況について
　　(11) 今後の主な予定について
　　(12) その他
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トピックストピックス

 茨城県トラック協会長表彰式

　１月１３日（火）、ホテルレイクビュー水戸において、令和７年度一般社団法人茨城県
トラック協会長による役員及び優良従業員の表彰式を行い、「役員の部１名」「運転者の部
１７名」「事務職員の部３名」の計２１名が、永年のご功績により受賞されました。
　小倉会長は、「受賞者の皆様は、極めて模範的で優秀な方々であり、日頃の努力の成果
が今日の栄えある受賞となったものであり、改めて永年の功績に対し深甚なる敬意を表し
ます」と式辞を述べました。
　続いて、来賓を代表して渡辺恭秀茨城県警察本部交通部参事官兼交通総務課長からご祝
辞をいただきました。最後に受賞者を代表して、五来一氏（東ケ峰運輸株式会社）が「身
に余る光栄であり、今後も交通安全と公共的使命を自覚し、運送事業発展のためになお一
層の努力をしていきたい」と謝辞を述べました。
　誠におめでとうございました。今後、益々のご活躍をお祈り申し上げます。

小倉会長

受賞者記念撮影（役員）

渡辺県警交通総務課長

受賞者記念撮影（運転者）

五来氏謝辞

受賞者記念撮影（事務職員）

１．役員の部

（順不同　敬称略）

２．運転者の部
（順不同　敬称略）

令和７年度一般社団法人茨城県トラック協会長
による役員及び優良従業員表彰受賞者名簿

会 社 名 氏 名

東ケ峰運輸　株式会社
ご ら い は じ め

五 来 一

会 社 名 氏 名

関東イチミヤ物流サービス 株式会社
こ い ず み た く や

小 泉 拓 哉

関東イチミヤ物流サービス 株式会社
せ き か ず の り

関 一 徳

株式会社 京浜トレーディング
す ず き ひ と し

鈴 木 仁

株式会社 京浜トレーディング
た か す ぎ と し ゆ き

高 杉 年 幸

株式会社 京浜トレーディング
た か だ か ず ひ こ

高 田 和 彦

ヨシアース 株式会社　常総営業所
は が ひ ろ ゆ き

芳 賀 広 行

大川運輸 株式会社
お さ み あ ら と

長 見 新 人

大川運輸 株式会社
お し だ こ う い ち

忍 田 幸 一

大川運輸 株式会社
か い と う し ろ う

皆 藤 四 郎

大川運輸 株式会社
か ま た み つ ひ ろ

鎌 田 光 洋

大川運輸 株式会社
し み ず み つ お

清 水 光 夫

大川運輸 株式会社
な か じ ま ひ で お

中 嶋 秀 夫

大川運輸 株式会社
の ぐ ち ひ で や

野 口 秀 也

大川運輸 株式会社
ま い え た く み

眞 家 巧
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トピックストピックス

１．役員の部

（順不同　敬称略）

２．運転者の部
（順不同　敬称略）

令和７年度一般社団法人茨城県トラック協会長
による役員及び優良従業員表彰受賞者名簿

会 社 名 氏 名

東ケ峰運輸　株式会社
ご ら い は じ め

五 来 一

会 社 名 氏 名

関東イチミヤ物流サービス 株式会社
こ い ず み た く や

小 泉 拓 哉

関東イチミヤ物流サービス 株式会社
せ き か ず の り

関 一 徳

株式会社 京浜トレーディング
す ず き ひ と し

鈴 木 仁

株式会社 京浜トレーディング
た か す ぎ と し ゆ き

高 杉 年 幸

株式会社 京浜トレーディング
た か だ か ず ひ こ

高 田 和 彦

ヨシアース 株式会社　常総営業所
は が ひ ろ ゆ き

芳 賀 広 行

大川運輸 株式会社
お さ み あ ら と

長 見 新 人

大川運輸 株式会社
お し だ こ う い ち

忍 田 幸 一

大川運輸 株式会社
か い と う し ろ う

皆 藤 四 郎

大川運輸 株式会社
か ま た み つ ひ ろ

鎌 田 光 洋

大川運輸 株式会社
し み ず み つ お

清 水 光 夫

大川運輸 株式会社
な か じ ま ひ で お

中 嶋 秀 夫

大川運輸 株式会社
の ぐ ち ひ で や

野 口 秀 也

大川運輸 株式会社
ま い え た く み

眞 家 巧

３．事務職員の部

（順不同　敬称略）

株式会社 日新陸運　鹿島営業所
た か ぎ と し か つ

高 木 寿 勝

会 社 名 氏 名

日本液体運輸 株式会社　鹿島支店
あ ん ど う じ ゅ ん い ち

安 藤 潤 一

日本液体運輸 株式会社　鹿島支店
お く む ら み つ ひ ろ

奥 村 光 弘

一般社団法人茨城県トラック協会
み な か わ き よ か ず

皆 川 清 和

大川運輸　株式会社
な か じ ま し ょ う ご

中 島 章 吾

一般社団法人茨城県トラック協会
お お は た こ う じ

大 畠 幸 治
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トピックストピックス

 賀詞交歓会

　１月１３日（火）、ホテルレイクビュー水戸において、
茨城県トラック協会と陸災防茨城県支部合同の「令和８年
賀詞交歓会」を開催しました。
　当日は会員、行政関係、関係団体招待者、協会長表彰受
賞者、トラック業界関係者等、総勢１６９名が出席されま
した。
　塙正明副会長の開会のことばで始まり、小倉会長からは

「 激動の時代に向けて激流にのみ込まれないよう、足元を
しっかりと固め、何が起ころうとも私たちトラック運送事業者の事業が継続できますよう、
経営のかじ取りをお願いしたい」と挨拶がありました。
　続いて、来賓の大井川和彦茨城県知事、勝家省司関東運輸局茨城運輸支局長、佐藤悦子
厚生労働省茨城労働局長、高橋靖水戸市長からご祝辞をいただき、小林幹愛顧問の乾杯で
祝宴が始まりました。
　和やかな雰囲気の中、出席者相互の懇親が図られ、小圷正広副会長の中締めで盛会のう
ちにお開きとなりました。

小倉会長

大井川知事 勝家茨城運輸支局長 佐藤茨城労働局長

３．事務職員の部

（順不同　敬称略）

株式会社 日新陸運　鹿島営業所
た か ぎ と し か つ

高 木 寿 勝

会 社 名 氏 名

日本液体運輸 株式会社　鹿島支店
あ ん ど う じ ゅ ん い ち

安 藤 潤 一

日本液体運輸 株式会社　鹿島支店
お く む ら み つ ひ ろ

奥 村 光 弘

一般社団法人茨城県トラック協会
み な か わ き よ か ず

皆 川 清 和

大川運輸　株式会社
な か じ ま し ょ う ご

中 島 章 吾

一般社団法人茨城県トラック協会
お お は た こ う じ

大 畠 幸 治
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委員会・部会だよりトピックス

 鹿島税関より税関協力員委嘱状交付

第２回省エネ運転講習会

　１月２８日（水）、茨城県トラック総合会館会長室に
おいて、横浜税関鹿島税関支署長から、税関協力員の委
嘱状交付をいただきました。
　この度の税関協力員委嘱では、テロ関連物資、不正薬

　１月１７日（土）、常陸大宮市の日野自動車㈱茨城御
前山テストコースにおいて、令和７年度第２回「省エネ
運転講習会」を、日野自動車㈱と茨城日野自動車㈱のご
協力により開催しました。
　２１名の受講者が３班に分かれ、通常運転でテスト
コースを走行し、運転診断及び燃料消費、所要時間計測
を受けた後、省エネ運転の５つのコツなどの座学を受講
して再びテストコースを走行し、燃料節約運転と安全運
転の体験走行をして、燃料消費量を測定しました。
　省エネ運転走行の結果平均で、保有台数１００台、
年間走行距離１０万㎞と仮定した場合、年間の燃料費

（１３０円／Ｌ）が１台あたり中型車で３５．７万円、Ｃ
Ｏ２の削減量は７. ２トン、大型車では６１万６千円、
ＣＯ２が１２．４トン削減される等、省エネ運転は事故
防止にも繋がる、たいへん有意義な講習会となりました。
　習得した技術を会社内で情報共有し、さらなる省エネ
運転に活かしていただきたいと思います。

物、金地金等の不正輸入について、取締関係機関と連携しながら全力をあげて水際での
取締り協力を依頼されたものです。
　各会員においても、不正輸出入の情報がありましたら、ご提供いただきますようご理
解とご協力をよろしくお願い致します。

高橋水戸市長 受賞者記念撮影 小林顧問による乾杯
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委員会・部会だよりトピックス

 運輸安全マネジメント講習会

 令和７年度交通事故防止コンクール審査結果一覧

　１月２８日（水）、茨城県トラック総合会館において、
令和７年度「運輸安全マネジメント講習会」を開催し、
９２社９６名が参加しました。
　独立行政法人自動車事故対策機構茨城支所チーフの佐
藤当氏が講師となり、運輸安全マネジメント制度の概要
や取り組み方法について詳しい説明をしていただきまし
た。
　受講者は、自社の安全管理体制の確立のため、熱心に
受講していました。

　令和７年度交通事故防止コンクールを、昨年９月・１０月・１１月の３ヵ月間実施し、
提出された実施結果報告書や運転記録証明書をもとに、茨城県警察本部並びに茨城運輸
支局が審査した結果、安全運転や運行管理の徹底などにより２６６事業所５２０チーム
が表彰されることとなりました。誠におめでとうございます。
　引き続き、事故防止の取り組みをお願い申し上げます。なお、令和８年度も９月・
１０月・１１月の３ヵ月間で実施する予定です。

管理者向け教育研修会

　１月２２日（木）・２３日（金）の両日、茨城県トラッ
ク総合会館において、「管理者向け教育研修会」を開催し、
１４社１４名が参加しました。
　とちぎ安全教育センター㈱に講師をお願いし、基礎編
では、貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に
対して行う一般的な指導及び監督の指針（平成１３年国
土交通省告示第１３６６号）に対応した研修を実施し、
受講者に内容を再確認していただきました。
　応用編では、実際の教育・指導方法、トラックを使用
した死角体験、日常点検、縄の固縛方法などを解説して
いただきました。
　参加者は、最後まで真剣に受講していました。
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協会だよりトピックス
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協会だよりトピックス
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協会だよりトピックス
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協会だよりトピックス
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支部だよりトピックス
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支部だよりトピックス
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支部だよりトピックス
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支部だよりトピックス
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行政等だより委員会・部会だより

協会だより

　１月２３日（金）、茨城県トラック総合会館において、正副部会長会議を開催しました。
下記議題について審議し、原案のとおり承認されました。

　≪議題≫
　　（1）第 2 回研修会及び第３回交流会について
　　（2）ボランティア献血活動について
　　（3）事故防止教室のノベルティグッズの購入について
　　（4）令和８年度関ト協青年部会研修見学会について
　　（5）部会員の入退会について
　　（6）今後のスケジュールについて

　１月２３日（金）、常総市立おひさま保育園（常総市）
において、県警交通総務課による交通安全教室に参加し
ました。
　腹話術人形の「ケンちゃん」が警察官と掛合いをしな
がら、横断歩道を渡る際の注意点やシートベルトの着用
など、交通安全のポイントを分かりやすく伝え、園児た
ちは熱心に聞いていました。　
　今後も女性部会では、未来ある子供たちが交通事故に
遭わないよう、交通安全を呼び掛けていきます。

　当協会の委嘱弁護士による労使問題、交通事故問題、損害賠償等法律全般の相談窓口
を下記のとおり開設しておりますので、ご案内致します。

１．委嘱弁護士　　大和田・谷田部法律事務所　弁護士　大和田　一雄　氏
　　〒３１０－００１５　茨城県水戸市宮町２－４－３２　銀杏坂ビル４階
　　電話：０２９（２２６）８０７８（代表）

２．相談日・相談時間　・平日、９時から１７時まで。（※年末年始・休暇等有）
　　　　　　　　　　　・相談内容は、他に漏れることはありません。

【青年部会　正副部会長会議】（佐藤武志部会長）

【女性部会　幹事会】（飯島智佳子部会長）

弁護士による無料法律相談について
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行政等だより協会だより

３．協会委嘱の弁護士による相談方法
　　①　電話により「茨城県トラック協会会員」であることを告げて下さい。
　　②「会社名・役職・氏名・支部名・電話番号」の５項目を告げて下さい。
　　③　原則相談時間は 30 分以内にして下さい。

４．相談料等　・初回の相談のみ無料。（協会が負担）
　　　　　　　・２回目以降は、相談者の負担。
　　　　　　　・先生が不在の場合は、再度電話して下さい。

茨城県トラック協会会員限定　デジタル化相談窓口開設
～この度、茨城県トラック協会では、関彰商事株式会社様において会員限定の専用相談窓口を開設しました。～

こんなお悩みございませんか。

◆ 事務所にインターネットを繋ぎたい！

◆ メールアドレスを作りたい！

◆ パソコンが欲しい！

◆ 業務効率化のためのシステムを導入したい！

◆ システムをクラウド化していきたい！

◆ 事務所のセキュリティを強化したい！

でも、どこに相談していいかわからない、、、、

お気軽にご相談ください！！
～相談料は無料です。～

ご連絡先
関彰商事株式会社
関彰サポートセンター（フリーダイヤル）

TEL：0120-258-569

※注意事項

⚫ お電話いただく際は、会社名と茨城県トラック協会の会員であ

る旨をお伝えください。

⚫ 内容によっては後日ご訪問させていただく場合がございます。

⚫ PC障害等の対応は出来かねます。

⚫ 受付時間：平日 9:00～17:00（土・日・祝日・祭日は除く）

～この度、茨城県トラック協会では、関彰商事株式会社様において会員限定の専用相談窓口を開設しました。～

こんなお悩みございませんか。

◆ 事務所にインターネットを繋ぎたい！

◆ メールアドレスを作りたい！

◆ パソコンが欲しい！

◆ 業務効率化のためのシステムを導入したい！

◆ システムをクラウド化していきたい！

◆ 事務所のセキュリティを強化したい！

でも、どこに相談していいかわからない、、、、

お気軽にご相談ください！！
～相談料は無料です。～

ご連絡先
関彰商事株式会社
関彰サポートセンター（フリーダイヤル）

TEL：0120-258-569

※注意事項

⚫ お電話いただく際は、会社名と茨城県トラック協会の会員であ

る旨をお伝えください。

⚫ 内容によっては後日ご訪問させていただく場合がございます。

⚫ PC障害等の対応は出来かねます。

⚫ 受付時間：平日 9:00～17:00（土・日・祝日・祭日は除く）
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トラック運送事業の適正原価に関する実態調査への協力依頼について（国土交通省）

令和７年６月に議員立法により貨物自動車運送事業法が改正され、トラックドライバーの適切な賃金の確

保とトラック運送業界の質の向上を図り、持続可能な物流を実現するため、事業許可の更新制や適正原価

制度が導入されることとなりました。

国土交通省では、貨物自動車運送事業法改正の趣旨を踏まえ、適正原価の設定にあたってトラック事業

者の原価構造の実態等を把握するため、適正原価に関する実態調査を実施することとなり、この度、国土

交通省から、全ての貨物自動車運送事業者を対象に「トラック運送事業適正原価調査のお願い」が発送さ

れました。

本調査は、貨物自動車運送事業法第６０条第１項及び貨物自動車運送事業報告規則第３条に基づき臨時

の報告を求めるものであり、回答の義務がある調査ですので、必ずご回答いただきますようお願い申し上

げます。

なお、調査結果は統計的に処理し、個別事業者の情報を外部に開示することや、運輸支局や労働基準監

督署による監査等に使用することはありません。

「適正原価」に関するご実態をありのままご回答いただけますと幸いです。

○トラック運送事業の適正原価に関する実態調査への協力依頼について（国土交通省ホームページ）

○特殊車両の調査票として新たに「フルトレーラー」が追加されました

 

 ●令和 8 年 1 月上旬以降、順次調査票が下記封筒で郵送されております。 

  なお、特殊車両を保有する事業者には、調査依頼の封筒が複数送付される場合があります。 

【発送用封筒イメージ（ドライバン）】    【発送用封筒イメージ（特殊車両）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答方法については次ページをご覧ください！

 

重 要
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１ 回答方法（下記（１）、（２）のいずれか選択により回答）

（１）WEB サイト上での回答 

  以下 URL サイトもしくは QR コードより、パソコンやタブレットからご回答いただけます。 

  

トトララッックク運運送送事事業業のの適適正正原原価価にに関関すするる実実態態調調査査            

        hhttttppss::////wwwwww..mmlliitt..ssiittee// 

 

（２）Ｅｘｃｅｌファイルに入力しメールにより返信 

   【ダウンロード先】 https://www.mlit.site/download 

   【メール提出先】  submit@mlit.site 

 

２ 回 答 期 限

  ドライバン等（霊柩車を含む）： 令令和和８８年年２２月月２２００日日（（金金））ままでで 

  特 殊 車 両 ：       令令和和８８年年２２月月２２７７日日（（金金））ままでで 

 

３ 問い合わせ先

・・解解説説動動画画                   ・・QQ＆＆AA 

https://www.mlit.site/ask             https://www.mlit.site/faq

上記 サイトで疑問点が解決しなかった場合には、以下の連絡先までお問い合わせください。

○適正原価調査コンタクトセンター
メールアドレス：

：

： （メール、 によるお問い合わせが確実です）

※オペレータ対応時間：月～金（祝日を除く）／９時～１８時

お電話は大変混み合いますので、つながらないことが多いため、電子メール、 でのお問い合

わせにご協力をお願い申し上げます。

＜＜QQRR ココーードド＞＞ 
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トラック運送事業者の皆様へ

トラックドライバーの適切な賃金水準の確保と経済的社会的地位の向上等を目的として、令和７年 
６月 11 日に貨物自動車運送事業法が改正され、主に以下の３点の内容が令和８年４月１日から施行
されます。

改正のポイント

改正トラック法
（貨物自動車運送事業法）が施行されます

令和８年４月１日から

元請としてトラックを利用する貨
物利用運送事業者にも、書面交付
義務や実運送体制管理簿の作成義
務が課されます。

今まで

これから

貨物自動車
運送事業者
（元請け）

貨物利用
運送事業者 12条に基づく

書面交付

真荷主

貨物自動車
運送事業者
（委託先）

貨物利用
運送事業者
（元請け）

24条に基づく
書面交付

12条に基づく
書面交付

真荷主

荷主

荷主

書面交付義務・実運送体制管理簿の作成義務の
対象者が「利用運送」にも拡大

1

実運送事業者の適正運賃収受のた
めに、再委託の回数が２回までに
制限（努力義務）されます。

委託回数を
２回までに制限 元

請

け

一
次
請
け

１
次
ま
で
の
再
委
託
可

と
の
発
注
条
件
を
付
す

0 次 1次 2次

再
委
託
禁
止
の

発
注
条
件
を
付
す

再
委
託
不
可

二
次
請
け

三
次
請
け

×荷主

真荷主

●健全化事例2

いわゆる白トラに貨物の運送を委託した荷主等は新た
に処罰の対象になります。

白トラ利用の罰則強化 × 白ナンバー

3
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令和７年４月の改正トラック法の施行により、元請として荷主から運送委託を受けた貨物利用運送事業者に
も、書面交付義務や実運送体制管理簿の作成義務が課されます。

トラック運送事業者の運送役務や付帯業務の内容とその対価等を明確にするため、荷主から運送委託を受け
てトラックを利用する元請の「貨物利用運送事業者」に対しても、書面交付義務が新たに課されます。

トラックへ再委託する利用運送事業者への新たな義務

全てのトラックを利用する貨物利用運送事業者に書面
交付義務が課されます

（書面の交付）
第十二条
２ 　前項の「真荷主」とは、自らの事業に関して貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者（次に掲げる者をいう。以下この

項及び第六十四条第一号において同じ。）との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、貨物自動車運送事業者
又は貨物利用運送事業者以外のものをいう。

一 　貨物利用運送事業法（平成元年法律第八十二号）第七条第一項に規定する第一種貨物利用運送事業者（以下単に「第一種貨物
利用運送事業者」という。）

二　貨物利用運送事業法第二十四条第一項に規定する第二種貨物利用運送事業者
三　貨物利用運送事業法第四十六条第一項に規定する外国人国際第二種貨物利用運送事業者

荷主が貨物利用運送事業者に運送を委託し、トラックの利用運送をする場合

今まで

これから

貨物自動車
運送事業者
（元請け）

貨物利用
運送事業者 12条に基づく

書面交付
24条に基づく
書面交付

貨物自動車
運送事業者
（委託先）

真荷主

貨物自動車
運送事業者
（委託先）

貨物利用
運送事業者
（元請け）

貨物利用運送事業者は、一般貨物自動車運送
事業者と同じ扱いとなるため、荷主との間で
12 条に基づく書面交付が必要となる

24 条に基づく
書面交付

12条に基づく
書面交付

24条に基づく
書面交付

貨物自動車
運送事業者
（委託先）

真荷主

荷主

荷主

貨物自動車
運送事業者
（元請け）

貨物利用
運送事業者 12条に基づく

書面交付
24条に基づく
書面交付

貨物自動車
運送事業者
（委託先）

真荷主

貨物自動車
運送事業者
（委託先）

貨物利用
運送事業者
（元請け）

貨物利用運送事業者は、一般貨物自動車運送
事業者と同じ扱いとなるため、荷主との間で
12 条に基づく書面交付が必要となる

24 条に基づく
書面交付

12条に基づく
書面交付

24条に基づく
書面交付

貨物自動車
運送事業者
（委託先）

真荷主

荷主

荷主

書面交付義務・実運送体制管理簿の
作成義務の対象者が「利用運送」にも拡大

1



─21─

行政等だより行政等だより

元請としてトラックを利用する貨物利用運送事業者にも
実運送体制管理簿の作成義務が新たに課されます

元請事業者に対して、再委託の回数を２回までに制限
する努力義務が課されます

荷主・元請事業者による多重取引構造の可視化を図るため、荷主から運送委託を受けてトラックを利用する
元請の「貨物利用運送事業者」に対しても、実運送体制管理簿の作成義務が新たに課されます。

荷主が貨物利用運送事業者に運送を委託し、トラックの利用運送をする場合

今まで

これから

実運送事業者情報の通知

実運送事業者情報の通知

貨物利用運送事業者は、一般
貨物自動車運送事業者と同じ
扱いとなるため、実運送体制
管理簿の作成が必要となる

実運送体制管理簿を作成

利用運送運送委託 利用運送

運送会社Ａ
（元請け）

荷主 運送会社 B
（実運送事業者）

実運送

実運送体制管理簿を作成

貨物利用
運送事業者
（元請け）

利用運送運送委託 利用運送

運送会社Ａ
（一次請け）

真荷主

荷主 運送会社 B
（実運送事業者）

実運送

貨物利用
運送事業者

真荷主

※委託元を通じて元請けに通知することもできます

実運送事業者情報の通知

実運送事業者情報の通知

貨物利用運送事業者は、一般
貨物自動車運送事業者と同じ
扱いとなるため、実運送体制
管理簿の作成が必要となる

実運送体制管理簿を作成

利用運送運送委託 利用運送

運送会社Ａ
（元請け）

荷主 運送会社 B
（実運送事業者）

実運送

実運送体制管理簿を作成

貨物利用
運送事業者
（元請け）

利用運送運送委託 利用運送

運送会社Ａ
（一次請け）

真荷主

荷主 運送会社 B
（実運送事業者）

実運送

貨物利用
運送事業者

真荷主

※委託元を通じて元請けに通知することもできます

委託回数の制限2

元

請

け

一
次
請
け

１
次
ま
で
の
再
委
託
可

と
の
発
注
条
件
を
付
す

0 次 1次 2次

再
委
託
禁
止
の

発
注
条
件
を
付
す

再
委
託
不
可

二
次
請
け

三
次
請
け

×荷主

真荷主

●健全化事例① 荷主から運送を受託した元請をゼロ次として
カウントし、元請からの再委託の回数を２段階
までに制限するよう努めてください。

② １次請け事業者も、元請の委託次数の縮減に協
力して下さい。

③ 取引構造の途中に貨物利用運送事業者が入る
場合も委託次数にカウントします。

④ マッチングサービス事業者等が運送契約の取次
ぎを行う場合、委託次数はカウントしません。

※上記のほか、トラックを利用する貨物利用運送事業者にも、運送利用管理規程の作成義務、運送利用管理者の選任義務が新たに課されます。
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いわゆる白トラに貨物の運送を委託した荷主等は
新たに処罰の対象になります

● 白トラを利用した荷主等は、100 万円以下の罰金に処されることが
あります。

● 白トラへの関与が疑われる荷主等は、「トラック・物流Ｇメン」による
是正指導の対象となります。
（無許可等で貨物自動車運送事業を経営する者への貨物の運送の委託の禁止）
第六十五条の二　何人も、次のいずれかに該当する者に貨物の運送（自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容
とする契約によるものを除く。）を委託してはならない。
一　第三条の規定に違反して一般貨物自動車運送事業を経営する者
二　第三十五条第一項の規定に違反して特定貨物自動車運送事業を経営する者
三　第三十六条第一項前段の規定に違反して貨物軽自動車運送事業を経営する者

〇 ×
緑ナンバー 白ナンバー

取
と り て き

適法（令和8年1月1日施行）と物流効率化法（令和8年4月1日施行）も
トラック運送事業に関して新しい規制が適用されます。

中小受託取引適正化法（取適法）の詳細は、
公正取引委員会ホームページをご覧ください。

流通業務総合効率化法（物流効率化法）の詳細は、
物流効率化法ポータルサイトをご覧ください。

国土交通省 トラック運送適正取引
相談窓口はこちら

〒160－0004  東京都新宿区四谷三丁目2番地5
全日本トラック総合会館　TEL.03（3354）1009㈹
ホームページ　https://jta.or . jp/

白トラ利用の罰則強化3

注： 自家用自動車による運送について、自己の生業と密接不可分でその業務過程の中に包摂され、独立性を有しないものである場合等（自らの販売・製造・修
理等のために行う物品の運送）は許可不要です。




